
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設分野における外国人材の受入れ

資料６



6,7917,0548,577
12,049

18,88327,541
36,589

45,990
64,924

76,567

70,488
70,489

88,830
107,229

401
1,480

2,983
4,796

5,327
3,987

1,767 828267

2,1166,360
12,768

24,433

38,365

8

30

213

0.2%0.2%0.3%
0.4%

0.6%
0.9%

1.2%

1.5%

2.2%

2.6%2.5%

2.8%

3.7%

4.9%

0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

技能実習生
建設就労外国人
特定技能1号外国人
特定技能2号外国人
建設技能者数に対する外国人建設技能者比率

ベトナム
25,338
(161)

フィリピン
4,153
(3)

インドネシア
3,909(6)

中国
2,180
(41)

カンボジア 1,173
ミャンマー 718(1) タイ 360(1)

モンゴル 279
その他 468

特定技能外国人
38,578人

(うち2号 213人)

外国人建設技能者の現状

※ 出所 以下公表値を基に国土交通省で作成（外国人建設技能者数は特定技能外国人、技能実習生、建設就労外国人を合計した人数）
・全建設技能者数 ︓総務省「労働力調査」（暦年平均）をもとに国土交通省で作成
・特定技能外国人数 ︓入管庁の公表資料「特定技能在留外国人数」（在留者数推移グラフにおける数値は各年度末時点又は各年12月末時点）
・技能実習生数 ︓厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（各年10月末時点）
・外国人建設就労者数 ︓国土交通省による集計（各年度末時点、2015年度から2022年度まで）

(千人)

○ 建設分野で活躍する外国人技能者の在留者数は約14.6万人で、全建設技能者数の約4.9％
○ 在留資格別では技能実習が最多(2024年︓約11万人)（ただし、技能実習制度は人材育成により国際貢献を行うことを目的とした制度）
○ 特定技能2号外国人は現在213人が在留（2024年12月末時点）

国籍・地域別特定技能在留外国人数
（2024年12月末時点）

外国人建設技能者の在留者数推移
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建設分野における特定技能制度の概要
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① 建設業法第３条第１項の許可を受けていること
② 受入企業及び１号特定技能外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること
③ 特定技能外国人受入事業実施法人(※２)又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、その行動規範を遵守すること
④ １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うこと
⑤ 賃金等の雇用契約に係る重要事項について、所定の様式による書面で、外国人が十分に理解することができる言語で事前に説明していること
⑥ １号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること
⑦ 国又は適正就労監理機関(※３)による巡回訪問等による受入計画の実施状況の確認、情報収集、指導・助言に対し、必要な協力を行うこと 等

○ 建設分野における受入企業の基準及び受入計画の認定要件【告示第２条、第３条】

※１︓出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に
鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号)

※２︓一般社団法人 建設技能人材機構 (JAC) が特定技能外国人受入事業実施法人として登録されています。
※３︓一般財団法人 国際建設技能振興機構 (FITS) が適正就労監理機関として認められています。

（ルート①）
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良好に修了

両方に合格

Ａ２相当 建設分野における上乗せの基準

建設業としての内容を定めるもの

+

○ 建設分野における特定技能制度では、業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえた上乗せの基準として、国土交
通大臣が定める告示(※１)において、受入企業の基準を設定しており、１号特定技能外国人の雇用に際しては、国土交
通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けることを求めています。



建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会 取りまとめ（令和７年11月）

育成就労制度の施行等に伴う事項

１. 外国人技能者

【転籍制限】
○ 転籍制限期間：当面２年とし、将来的には１年を目指す
○ 待遇向上策(昇給率等)：建設業の前年の平均賃金の上昇率以上の

昇給率
○ 日本語水準：A1相当とA2相当の間の一定のレベル(A2.1)

育
成
就
労

【分野別協議会】
○ JAC所属企業は加入したものとみなす
○ その他企業のみ分野別協議会への加入を義務付け

【上乗せ措置】
○ 現行の技能実習の上乗せ措置を基本的に踏襲。ただし、労働安全

衛生対策の基準を追加
• 受入企業：建設業許可、CCUS登録
• 処遇 ：月給制、書面交付、CCUS登録
• 受入枠 ：常勤職員以下 (優良企業に緩和措置)
• 労働安全衛生対策：入国後講習のオリエンテーション 等

【在籍型出向】
○ 日本人も含めた建設分野全体における整理を踏まえつつ、引き続

き検討

特
定
技
能

【上乗せ措置】
○ 現行の特定技能の上乗せ措置を基本的に踏襲。ただし、受入枠の

緩和措置を導入、労働安全衛生対策の基準を追加
• 受入企業：建設業許可、CCUS登録、FITS巡回指導
• 処遇 ：月給制、書面交付、CCUS登録
• 受入枠 ：常勤職員以下 (優良企業に緩和措置)
• 労働安全衛生対策：受入後講習のオリエンテーション 等

【その他】
○ ルールに従わない企業に対し、受入計画認定取消し以外のペナル

ティ(社名公表や新規受入停止等)を検討
○ 登録支援機関名を受入計画の記載事項に追加

中長期的なキャリアパスの構築

２. 外国人技術者

３. 建設分野の外国人共生の取組

○ 海外合同就職説明会等の開催等を通じて、外国人技術者を確
保する取組の継続

○ 一定の技能等を有する特定技能外国人が施工管理等を担うこ
との可否の検討

【教育支援の充実】

無料日本語講座の拡充、日本社会の理解促進プログラムの提供、日
本人従業員向け外国人共生講座の拡充等 (JAC, FITS)

【生活面の支援】

医療受診サポートの提供、日常生活トラブルに対応した損害賠償保
険への加入支援の提供、母国語ホットラインの拡充 (JAC, FITS)

【地域社会との協働】

受入企業等による優良な事例の収集・抽出・横展開 (JAC等)
業界全体での取組の輪の拡大

外国人材の適正かつ円滑な受入れに向け、育成就労制度の施行等に伴う詳細な制度設計から中長
期的なキャリアパスの構築、外国人共生の取組等、幅広い論点を議論し、その成果を取りまとめ。

○ 「外国人就労管理システム」を、出入国在留管理庁の在留情報
や建設キャリアアップシステム（CCUS）と連携

○ CCUSカードリーダーの導入等に対する支援の創設やCCUSの
登録手数料に対する支援の拡充 (JAC)

○ 建設分野全体で策定する「育成・キャリア形成プログラム」を踏
まえた、「キャリア育成プラン」の策定・運用

○ 「外国人材とつくる建設未来賞」等の実施に加え、以下を充実


